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○豊島区地域活動交流センター条例施行規則 

平成29年3月28日 

規則第24号 

改正 平成29年11月1日規則第63号 

改正  令和元年5月7日規則第1号 

改正  令和3年3月16日規則第14号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、豊島区地域活動交流センター条例（平成29年豊島区条例第12号。以

下「条例」という。）第８条及び第18条の規定に基づき、条例の施行について必要な事

項を定めるものとする。 

（団体登録の要件） 

第２条 条例第８条に規定する登録団体の登録要件は、次の各号に掲げるものすべてとす

る。 

(1) 特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）別表に掲げる公益性のある活動を行

う団体であること。 

(2) 区内で活動を継続している団体であること。 

 

(3) 団体の構成員が４名以上であり、かつ、当該構成員に区内に在住、在勤若しくは在 

学している者を２名以上含んでいる団体であること又は区内に主たる事務所が所在す 

る特定非営利活動法人であること。 

 (4) 特定の政治活動又は宗教活動を行う団体でないこと。 

(5) 営利を主目的とした団体でないこと。 

(6) 団体の存立・運営の拠り所となる定款、会則等が整備され、会計の処理が適切にな

されていること。 

(7) 条例第16条第１項に規定する運営協議会に加入し、条例第３条各号に掲げる事業に

協力すること。 

（登録の申請） 

第３条 条例第８条の規定により登録を受けようとする団体は、団体登録申請書（別記第

１号様式）及び団体登録書（別記第２号様式）に次の各号に掲げる書類の写し等を添え

て、区長に提出しなければならない。 

(1) 団体の定款又は会則 

(2) 団体の会員名簿 

(3) 団体の申請年度の収支予算書及び事業計画書 

(4) 団体の直近の収支計算書（決算書）及び事業報告書 

(5) 団体のその他の活動状況が分かるもの（団体活動のパンフレット等） 

（登録の決定） 
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第４条 区長は前条の規定による申請があった場合は、その内容が次の各号の規定に適合

するかを審査し、登録の承認又は不承認について決定し、登録承認通知書（別記第３号

様式）又は登録不承認通知書（別記第４号様式）により、申請団体に通知するものとす

る。 

(1) 第２条各号のすべての要件を満たしていること。 

(2) 豊島区地域活動交流センター（以下「センター」という。）の設置目的に沿わない

利用をする恐れがないこと。 

(3) 第８条第１項の登録承認の取消しを受けた団体については、取消しの日から１年以

上経過していること。 

（登録更新日及び登録の有効期間） 

第５条 登録更新日は、令和２年７月１日及び同日から３年ごとの７月１日とし、登録の

有効期間は、登録の承認の日又は登録更新日から次の登録更新日の前日までとする。 

（令元規則１・一部改正） 

（登録の更新） 

第６条 第４条又は次項の規定により登録の承認を受けた団体（以下「登録団体」とい

う。）が登録を更新する場合は、有効期間終了日の２か月前から有効期間終了日までの

間に、第３条に準じて、団体登録申請書（別記第１号様式）及び団体登録書（別記第２

号様式）を区長に提出するものとする。ただし、区長は第３条各号に規定する添付書類

の提出を一部免除することができる。 

２ 区長は、前項の規定による更新申請があった場合は、第４条に準じて、登録承認通知

書（別記第３号様式）又は登録不承認通知書（別記第４号様式）により、申請団体に登

録の承認又は不承認を通知するものとする。 

（登録内容の変更） 

第７条 登録団体は、次の各号のいずれかの内容に変更が生じた場合は、速やかに団体登

録書（別記第２号様式）に変更に関わる添付書類を添えて区長に提出しなければならな

い。 

(1) 団体名及び団体所在地 

(2) 団体代表者の氏名、住所及び連絡先 

(3) 団体の定款又は会則 

（登録の取消し） 

第８条 区長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当するときは、登録の承認を取り消

し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。 

(1) 第２条各号の要件を満たさなくなったとき。 

(2) 連絡が不通等で、団体の状況を確認できないとき。 
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(3) 登録団体より登録取消しの申し出があったとき。 

(4) 不正な手段により登録を受けたことが判明したとき。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が登録にふさわしくない団体と認めたとき。 

２ 登録承認の取消し等を行う場合は、登録承認取消し等決定通知書（別記第５号様式）

により、代表者等に通知するものとする。 

（運営協議会） 

第９条 条例第16条第１項に規定する運営協議会は、会則を制定又は改定した場合は、区

長へ届け出るものとする。 

２ 運営協議会は、区長の承認を得て、条例第４条に規定する情報及び交流コーナー、作

業コーナー及び会議室の利用方法を定めることができるものとする。 

３ 区長は、前項の利用方法が条例第10条各号の規定に該当すると認める場合には、利用

方法を変更することができる。 

（利用者の義務） 

第10条 センターの利用者は、条例及びこの規則で規定するもののほか、区長の指示に従

わなければならない。 

附 則 

この規則は、平成29年4月1日から施行する。 

附 則（平成29年11月1日規則第63号） 

この規則は、平成29年11月1日から施行する。 

附 則（令和元年5月7日規則第1号） 

この規則は、令和元年5月7日から施行する。 

附 則（令和3年2月 日規則第 号） 

 

この規則は、令和3年4月1日から施行する。 
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別記第 1号様式（第３条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 団体の構成員が４名以上であり、かつ、構成員のうち区内在住、在勤、在学者２名以

上の区内の住所を含む名簿のご提出が必要です。 

   ただし、特定非営利活動法人については上記構成員の要件はありません。 

  

 

豊島区地域活動交流センター団体登録申請書（新規・更新） 

 
    年   月   日  

 

豊 島 区 長  様  

 

 

  豊島区地域活動交流センター条例施行規則第３条の規定に基づき、次のとおり団体登録

を申請します。 

  なお、本申請書類が、豊島区行政情報公開条例（平成 12 年条例第 2 号）に規定する行

政情報となることを了解します。 

また、申請団体は特定の政治活動、宗教活動を目的とした活動や営利を主目的とした活

動を行う団体ではありません。 

 

 

              申請者 

                 団体名                      

 

                申請代表者名（自署）               

 

 

 

記 

  

１．添付書類  

 

  （１）豊島区地域活動交流センター団体登録書（第２号様式）  

 

（２）定款または会則 

 

（３）会員名簿（※１） 

 

（４）申請年度の収支予算書、事業計画書 

 

（５）直近の収支計算書（決算書）、事業報告書 

  

（６）その他活動状況がわかるもの（団体活動のパンフレットなど） 

    

 

  ２．地域活動交流センターのメールボックスの利用希望 

 

      有り  ・   無し 
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別記第２号様式（第３条関係） 

 

豊島区地域活動交流センター団体登録書 

 

（ふりがな） 

団 体 名 

 
 

団体所在地 
〒 

 

連絡先電話番号                             

      

連絡先 FAX  

Eメール  

代表者氏名  

代表者住所 

〒 

 

代表者電話番号  

連絡担当者氏名・ 

電話番号 
 

設立年月日 

（法人認証日） 

  年    月    日 

（                                                 ） 

会 員 数 人 

活動分野 

（該当分野に○を記入） 

① 保健・医療・福祉の増進 

② 社会教育の推進 

③ まちづくりの推進 

④ 観光の振興を図る活動 

⑤ 農山漁村又は中山間地域の振興 

⑥ 学術、文化、芸術、スポーツの振興 

⑦ 環境の保全  

⑧ 災害救援 

⑨ 地域安全 

⑩ 人権の擁護又は平和の推進 

⑪ 国際協力 

⑫ 男女共同参画 

⑬ 子どもの健全育成 

⑭ 情報化社会の発展 

⑮ 科学技術の振興 

⑯ 経済活動の活性化 

⑰ 職業能力の開発又は雇用機会の拡充 

⑱ 消費者の保護 

⑲ 中間支援団体 

⑳ 都条例で指定する活動 

具体的な活動内容 

 

 

主な活動地域 区内（            地域）・区外（                ） 

最近の活動実績 

 

備  考 
 

新規・変更 
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別記第３号様式（第４条関係） 

                                 第   号  

年  月  日 

 

  様 

 

                          豊島区長 （ 氏 名 ） 

 

 

登 録 承 認 通 知 書 
 

 

年  月  日付けで申請があった、豊島区地域活動交流センターの団体登録に

ついて、下記のとおり（新規・更新）登録を承認しましたので、豊島区地域活動交流セ

ンター条例施行規則第４条の規定に基づき通知します。 

 

記 

 

 １．団体名   

 

 

 ２．代表者     

 

 

  （１）住  所    

 

 

  （２）氏  名     

 

 

 

 ３．登録有効期限     年  月  日から   年  月  日まで 

 

 

 ４．メールボックスの利用   有り  ・  無し 

 

 

 

                       

 

 

 

  

                      

 【担当課】 
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第４号様式（第４条関係） 

                                     第   号  

 年  月  日 

 

             様 

 

                           豊島区長 （ 氏 名 ） 

 

登 録 不 承 認 通 知 書 

 

 

   年   月   日付けで申請があった、豊島区地域活動交流センターの団体登

録について、下記の理由により（新規・更新）登録を不承認にしましたので、豊島区地

域活動交流センター条例施行規則第４条の規定に基づき通知します。 

 

記 

 

 １．団体名 

 

 

 ２．代表者 

 

  （１）住  所 

 

 

  （２）氏  名 

 

 

 ３．不承認理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                      【担当課】 

 

 

 

 

 

 

 

                                【裏面あり】 
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※１ この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算

して３箇月以内に、豊島区長に対して審査請求をすることができます（なお、この決定

があったことを知った日の翌日から起算して３箇月以内であっても、この決定の日の

翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。 

２ この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６箇月

以内に、豊島区を被告として（訴訟において豊島区を代表する者は豊島区長となりま

す。）、処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、この決定があったことを

知った日の翌日から起算して６箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算し

て１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただ

し、上記１の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知っ

た日の翌日から起算して６箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができま

す。 
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別記第５号様式（第８条関係） 

 
第    号 

  年  月  日 

 

団体名 
 
代表者名 

 

豊島区長 （ 氏 名 ） 

    

 

豊島区地域活動交流センター登録承認取消し等決定通知書 
 

 

 このことについて、豊島区地域活動交流センター条例施行規則第８条の規定に基づき、

下記の処置を行いましたので通知します。 

 

 

１．処置の内容 

 

 

 

２．処置の理由 

 

 

 

３．処置年月日及び期間 

 

 

 

４．その他 

 

 

 

 

                      

                      【担当課】 

                        

 

 

 

 

 

 

                                【裏面あり】 
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※１ この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算

して３箇月以内に、豊島区長に対して審査請求をすることができます（なお、この決定

があったことを知った日の翌日から起算して３箇月以内であっても、この決定の日の

翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。 

２ この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６箇月

以内に、豊島区を被告として（訴訟において豊島区を代表する者は豊島区長となりま

す。）、処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、この決定があったことを

知った日の翌日から起算して６箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算し

て１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただ

し、上記１の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知っ

た日の翌日から起算して６箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができま

す。
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別記第１号様式（第３条関係） 

（平29規則63・全改） 

（令元規則1・全改） 

（令3規則 ・全改） 

別記第２号様式（第３条関係） 

別記第３号様式（第４条関係） 

別記第４号様式（第４条関係） 

別記第５号様式（第８条関係） 

 


